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号
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　社
会
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対
策
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続
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数
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に
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係
す
る
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人
情
報
が
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一
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を
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認
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た
め
に
利
用
し
ま
す
。
社
会
保
障・税
制
度
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率
性・透
明
性
を
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便
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高
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公
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正
な
社
会
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す
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た
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社
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基
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）で
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ま
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ん
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き
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平
成
28
年
か
ら
、社
会
保
障
、税
、災
害
対
策
の

行
政
手
続
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

安心安全な制度なの？

行
う
メ
リ
ッ
ト
は
？

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

年金や福祉などの申請に必要
な書類が減るため、国民の負
担が軽減されます。また、行政
機関にある自分の情報を確認
したり、行政サービスのお知ら
せをスムーズに受け取れます。

　マイナンバーは法律に定めがある場合を除い
て、収集・保管を禁止しています。法律に違反した
場合の罰則も、従来に比べて強化しています。

　マイナンバーはあくまで各機関が分散して管理する個
人情報をつなぐ役目を果たすものです。万が一マイナン
バーが他者に知られても、マイナンバーに紐付くあらゆ
る情報が一度に漏えいすることはありません。情報のやり
とりにもマイナンバーを直接使用することはありません。

例えば次のような場面で使います。

行政事務が効率化され、国民
の行政ニーズにこれまで以上
に対応できるようになります。
例えば、被災者台帳の作成な
どにマイナンバーを活用して、
迅速な支援が期待できます。

所得や行政サービスの受給状
況(年金、奨学金、公営住宅へ
の入居、確定申告等々)を把握
しやすくなり、税の負担や社会
保障を公平に分配することが
できます。

●年金の資格取得や確認、給付
●雇用保険の資格取得や確認、給付
●医療保険の給付請求
●福祉分野の給付、生活保護　など

税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
税務当局の内部事務　など

被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務　など

　マイナンバーは、手続のために行政
機関等に提供する場合を除き、むやみ
に他人に提供することはできません。
　他人のマイナンバーを不正に入手す
ることや、他人のマイナンバーを取り扱
う者が、マイナンバーや個人の秘密が記
録された個人情報ファイルを不当に提供
することは、処罰の対象となります。

毎年6月の児童手当の現況届の際に
市町村にマイナンバーを提示します。

厚生年金の請求の際に年金事務所に
マイナンバーを提示します。

源泉徴収票などに記載するため、勤
務先にマイナンバーを提示します。

国民の利便性向上 行政の効率化 公平・公正な社会の実現
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特集 ●１人に１つ。マイナンバー

10月5日から順次、通知スタート！個人番号カードの受け取り方
～関連書類受け取り➡個人番号カード申請➡発行➡カード受け取りまで～
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通
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よ
う
に

さ
れ
る
の
？
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10
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５
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ら

順
次
、住
民
票
記
載
の

住
所
に
簡
易
書
留
で

郵
送
さ
れ
ま
す
。

 

住
民
票
を
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す
る
す
べ
て
の
人
に
12
桁
の
個
人
番

号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が
記
載
さ
れ
た「
通
知
カ
ー
ド
」

と「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」が
郵
送
さ
れ

ま
す（
平
成
27
年
11
月
末
頃
ま
で
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。
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だ
し
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成
27
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10
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５
日
以
降
に
出
生
や
海

外
か
ら
の
転
入（
平
成
27
年
10
月
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日
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降
国
内
に
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所
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と
が
な
い
場
合
に
限
る
。）等
に

よ
り
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た
に
住
民
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作
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し
た
場
合
に
は
、個
人

番
号
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付
番
さ
れ
、随
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通
知
さ
れ
ま
す
。

　通
知
の
際
に
左
の
よ
う
な
カ
ー
ド

が
同
封
さ
れ
て
届
き
ま
す
。

　マ
イ
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ン
バ
ー・氏
名・性
別・生
年

月
日・住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。顔

写
真
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【表面】顔写真・氏名・性別・生年月日・住所・有効期限が記載されます。
【裏面】マイナンバー・氏名・生年月日・電子証明書有効期限・連絡先（市役所住所等）が記載されます。

現在の「住民基本台帳カード」
は平成２７年１２月で交付を終
了します。お持ちの「住基カー
ド」は有効期限まで使用するこ
とができますが、「個人番号
カード」との重複所持はできま
せんので、「個人番号カード」
を申請された人は、「個人番
号カード」交付の際に、「住基
カード」を返納してください。

●マイナンバーは一生変更されません（番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除く）。
●紛失等による再交付手数料は５００円となります。

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
つ
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て

　通
知
の
際
に
同
封
さ
れ
る
申

請
書
で
申
請
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て
交
付
を
受

け
、本
人
確
認
の
た
め
の
公
的

な
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
る

カ
ー
ド
で
す
。

●有効期限は、発行日から１０回目（発行時２０歳未満の方は５回目）の誕生日までとなります。
●「個人番号カード」には、電子証明書機能が搭載可能なため、ｅ－Ｔａｘ等で電子申請等に利用できます。
●ＩＣチップには、マイナンバー・顔写真・氏名・生年月日・住所・性別が記載されます。
　所得情報などプライバシー性の高い個人情報は記載されません。

●●住所や氏名が変わるときは、カードの記載事項を変更するため、手続きの際「通知カード」または「個人番号カード」を忘れずにお持ちください。

個人番号カードは
必ず申請しなければ
いけないの？

　個人番号カードは申請により市町村長が交付することとなっ
ています。従って、必ず申請しなければならないということでは
ありません。

　しかし、各種手続きで「個人番号（マイナンバー）」および「本人確認」が
必要なときに、個人番号カードがあればカード1枚で両方の確認ができ
ます。また、「コンビニ交付を受けることができる」「マイナポータルで一
人ひとりに合った行政サービスを確認できる」などのメリットがあります。

書留の中身を確認
マイナンバー関連書類は、原則として住民票の世帯ごとに送付されます。
送付された簡易書留に以下の３つの書類が入っていることを確かめましょう。
●マイナンバーの通知カード
●個人番号カードの申請書と返信用封筒
●説明書

２２ 個人番号カードを申請
申請方法は主に２通りあります。
① 郵送で申請
「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入の上、ご自身の顔写真を添えて、返信用封筒に
て、地方公共団体情報システム機構へ郵送してください。

② オンラインで申請
スマートフォン等を利用したＷｅｂ申請も可能です。スマートフォン等のカメラで顔写真を作成し、

「個人番号カード交付申請書」のＱＲコードから申請用Ｗｅｂサイトにアクセスし、必要事項を入力
の上、顔写真のデータを添付し送信してください。

※交付手数料は、当面の間、初回のみ無料です。紛失等による再交付手数料は１，０００円（個人番号カード８００円、電子証明書
２００円）となります。
※「個人番号カード」は地方公共団体情報システム機構で作成されるため、市役所窓口での即日交付はできません。

３３ 個人番号カードを受け取る
平成28年１月以降、本人が市町村の窓口で受け取れます。
受け取る際に、以下の３つが必要です。
●通知カード
●交付通知書（個人番号カードが出来たことを知らせる書類）
●本人確認書類（運転免許証など）

おもて うら

おもて
うら

教えて

P⑤・⑥で紹介

現在もっている
「住民基本台帳カード」
はどうすれば…？

流れを
つかもう！
流れを
つかもう！

１１

「個人番号カード」を申請された人
は、「個人番号カード」交付時に「通
知カード」を返納していただく必要
がありますので、紛失しないよう大切
に保管してください。

［参考例］

［参考例］

個人番号カードの申請に関するお問い合わせ ： 市民課窓口担当（☎594-5528）
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特集 ●

次号の特集は「まつり」「決算」を予定しています。

１人に１つ。マイナンバー

個人番号カードでできること、あ・れ・こ・れ

さいごに、スケジュールをおさらい

個人番号カードの交付申請をする際、電子証明書に関する
箇所は、通知カードに同封されている「ご案内」をご覧いた
だき、記載方法を誤らないようにご注意ください。
電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用
電子証明書」の2種類があります。

マイナンバー制度に関する疑問などに的確にお答え
するため、国にコールセンター（全国共通ナビダイヤ
ル）が設置されておりますので、ご利用ください。

コンビニ交付サービスについて

「
電
子
証
明
書
」
に
つ
い
て

ｅ‒Ｔａｘをご利用の人へ マイナポータル

　北本市ではコンビニ交付サービスを実
施しています。現在「住基カード」をお持ち
でコンビニ交付サービスの登録をされて
いる人は、「住基カード」を利用して住民票
の写し、印鑑登録証明書、戸籍の証明書（北
本市に本籍のある人）、戸籍の附票（北本市
に本籍のある方）、課税証明書を全国のセ
ブンイレブン・ローソン・サークルＫサンク
ス・ファミリーマートで取得することができ
ます。
　平成28年１月から「個人番号カード」の交
付が始まり、「個人番号カード」によるコンビ
ニ交付サービスの利用が可能になります。
※サービスの利用を希望される人は、「利用
者証明用電子証明書」の登録が必要です。
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Ｃ
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は
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」、「
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で
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こ
と
に
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い
ま
す
。
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」に
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こ
と
が
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用
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書
」に
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え
、「
利
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用
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新
た
に
格

納
さ
れ
る
こ
と
と
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り
ま
す
。な

お
、「
住
基
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ー
ド
」に
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、
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ー
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は
で
き
ま
せ
ん
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ー
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え
た
場
合
は
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た
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書
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と
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り
ま
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●
有
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期
間
は
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証
明
書
の
発
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日
か
ら
５
回
目
の
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生
日
ま
で

と
な
り
ま
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。た
だ
し
、電
子
証

明
書
の
有
効
期
間
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個
人
番
号
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ー
ド
」の
残
り
有
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間
よ
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に
は
、「
個
人
番
号

カ
ー
ド
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期
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満
了
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と
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　「個人番号カード」は申請から交付まで、
かなりの日数を要することが予測されま
す。現在「住基カード」に「電子証明書」を格
納している人につきましては、平成２８年の
電子申告の手続きまでに「個人番号カード」
の交付が間に合わないことがありますの
で、余裕をもって電子証明書の更新手続き
をされるようお願いします。なお、「住基
カード」への「電子証明書」の格納は平成２７
年１２月２２日（火）までとなっておりますの
で、ご注意ください。

「署名用電子証明書」とは
■インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざん
されていないかどうか等を確認することができる仕組みです。現
在は、ｅ‒Ｔａｘの確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用され
ています。 ※原則として、１５歳未満の人には発行できません。

「利用者証明用電子証明書」とは
■インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることの
みを証明する仕組みで、平成２９年１月から利用開始予定のマイ
ナポータル（Ｐ⑥参照）のログイン等、本人であることの認証手
段として利用されます。

　平成29年1月から「マイナポータル」が開始予定
です。マイナンバーのついた自分の情報を行政機
関がいつ、どことやり取りしたかを確認できたり、行
政機関が保有する自分に関する情報や、行政機関
からの自分に必要なお知らせ情報等を、自宅のパ
ソコン等から確認することができます。
●自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか
確認できます。
●行政機関などが持っている自分の個人情報の内
容を確認できます。
●行政機関などから一人ひとりに合った行政サー
ビスなどのお知らせが来ます。

社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要に
なります。申請者には、個人番号カードを交付します。

マイナポータルが開始予定です。
※自宅のパソコンから様々な情報を取得できる個人用サイト

おてもとにマイナンバーを
通知します。

平成27年
10月から

平成28年
1月から

平成29年
1月から

住民票の住所に通知が届きます。

住民票の住所と異なるところに
お住まいの人は、お住まいの市町村へ
住民票の異動をお願いします。

問
い
合
わ
せ （※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 対応）

０５７０－２０－０２９１
０５７０－２０－０１７８日本語窓口

外国語窓口

個人番号カード申請書（裏）の一部［参考例］
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